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　このエコキャップは、ポリオワクチンや栄養給食、文房具等に代わり世
界の子どもたちのために役立ちます。ご協力ありがとうございました。

　令和元年度社会福祉協議会の会費納入に当たっては、皆さんの温かいご理解・ご協力をいただ
き誠にありがとうございました。皆さんからお寄せいただいた会費は社協が行う福祉活動のた
め、令和元年度は以下のように使わせていただきました。ご協力ありがとうございました。  

　３月１９日（木）、桂陽小学校からエコキャップが
届きました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、贈呈
式は行われませんでしたが、児童の皆さんが集め
た８２．２ｋｇのエコキャップをいただきました。
　ありがとうございました。

　社会福祉協議会は、市民の皆さんと福祉団体で構成される地域福祉を推進するための団体です。
　その財源は、会費・寄附金・福祉事業である介護保険関係事業の介護報酬・施設の経営などの委
託料・補助金などです。特に市民の皆さんから頂く会費は、社会福祉協議会運営の根幹をなす貴重
な財源です。
　令和２年度も７月から自治委員さんを通じて会費納入の受付が始まりますので、市民の皆さん
のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
　●一般会費／１口　年額５００円　　●賛助会費／１口　年額２，０００円

会費納入のお願い会費納入のお願い

■令和元年度 会費の実績
一般会員（１口・500円）

6,639口

会員数 納入額（円）

3,319,500

賛助会員（１口・2,000円）

61口

会員数 納入額（円）

122,000

一般・賛助会費合計

納入額（円）

3,441,500

■令和元年度 会費の使途

37.8％1,300,000

社協会費の報告社協会費の報告令和元年度

令和２年度

民生委員児童委員連絡協議会、地区社協、ボランティア協力校等への助成に
❶福祉関係団体等への助成金のために

会　費　使　途 金額（円） 割合（％）

32.0%1,100,000

1.5%50,000

社協だよりの発行（年６回）、社協ホームページの管理、地域福祉推進大会の開催に
❷企画・広報事業のために

夏のボランティア体験活動経費・研修会の経費等に
❸ボランティア事業のために

28.1%970,000❹地区社協・サロンの推進にかかる経費

合　　　計

0.6%21,500❺法人の運営費

100.0%3,441,500

桂陽小学校桂陽小学校エコキャップ運動エコキャップ運動
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　市内の方を対象に弁護士（大分県社会福祉協議会顧問弁護士）による法律相談会を開催いたし

ます。日常生活の中で、困ったことや財産、相続に関する困りごと、ご近所とのトラブルなど法律

に関することを弁護士さんが親身になってご相談に応じて

くれます。お気軽にご相談ください。

　＊相談は、無料です。

　＊相談は、予約制といたします。

　＊相談の秘密は固く守ります。

　＊お一人の相談時間は、20分以内となります。

　先着６名限定とさせていただき、定員になり次第

締め切らせていただきます。

◆予約受付開始　６月１日（月曜日）から

◆予約受付電話　☎⑦２５－５１００まで（社会福祉協議会）

生活福祉資金貸付制度における
緊急小口資金等の特例貸付のご案内
生活福祉資金貸付制度における
緊急小口資金等の特例貸付のご案内

緊 急 小 口 資 金

　新型コロナウイルスの感染症拡大による休業や収入減少等の状況を鑑み、生活福祉資金貸付
制度における緊急小口資金と総合支援資金の特例貸付を実施しています。

　❶貸付対象者
　　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、
　　緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
　❷貸付金額
　　１０万円以内（特に必要な場合には２０万円以内）

総合支援資金（生活支援費）
　❶貸付対象者
　　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により
　　生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
　❷貸付金額（原則３ヶ月以内）
　　２人以上の世帯 ・・・・・・ 月２０万円以内
　　単身世帯 ・・・・・・・・・・・・ 月１０万円以内

　※まずは下記までお問合せをお願い致します。
●お問合せ先　豊後高田市社会福祉協議会　☎⑦２５－５１００

相談したい、聞いてみたい!!相談したい、聞いてみたい!!相談したい、聞いてみたい!!相談したい、聞いてみたい!!法律
相談会
法律
相談会

◆令和２年７月２９日（水）
　午前１０時～正午まで

◆豊後高田市
　社会福祉協議会相談室
　（真玉本所）
　住所：豊後高田市臼野4335番地3

法律相談の開催日

開 催 場 所



　今年も豊後高田市内の福祉施設や保育園、放課後児童クラブなどがボランティア受入

れ施設として登録しています。これらの福祉施設等へ就職を考えている方やボランティ

ア活動に興味のある方は、ぜひこの機会に体験してみてください。詳しい各施設の受入れ

募集案内は、「２０２０夏のボランティア体験月間」のパンフレット（６月末頃各学校等に配

布予定）を参考にしてください。

●参加対象者…市内小学校、中学校、高校生、大学生、一般の方

●実施期間…令和２年７月２１日（火）～令和２年８月３１日（月）

●参加者費用…ボランティア活動保険掛金２００円
　　　　　　　（ボランティア保険未加入者は活動できません）

●申込み先　豊後高田市社会福祉協議会　☎⑦２５－５１００

　　　　　　※高田事務所（市役所内）でも受付をしております。

※お越しの際は、印鑑とボランティア保険料２００円を持参してください。

ボランティア体験月間ボランティア体験月間ボランティア体験月間
ボランティア活動に参加してみませんか？

2020
夏の
2020
夏の

　豊後高田市共同募金委員会では、福祉サービスを必要とする支援対象者（高齢者、障害児
者、児童及び課題を抱えている方など）に対して行う福祉活動及び更生保護活動、地域福祉推
進に取り組んでいる市内のボランティア・福祉団体を対象として助成を行います。

　原則として以下の事項（条件）すべてに該当すること。
⑴団体
①市内で活動する児童福祉・青少年福祉・障害児者福祉・高齢者福祉・地域福祉・災害関係・更
生保護等に関連する団体
②活動開始後１年以上経過している団体
※市内の多くの団体により、同様の事業が広く行われているものについては助成できません。
※締切　６月１９日（金）厳守
　その他、詳しい要項につきましては豊後高田市社会福祉協議会のホームページまたは、お電
話にてお問合せください。
●お問合せ先　豊後高田市共同募金委員会（社会福祉協議会内）　☎⑦２５－５１００

令和２年度　　　赤い羽根共同募金
助成の公募について

　　　赤い羽根共同募金
助成の公募について

１．目　的

２．対　象
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★膝伸ばし
●椅子に座り、片脚をゆっ
くりあげ伸ばす
●膝が伸びた状態でさら
に伸ばすつもりでふと
ももに力を入れ続ける

★つま先立ち
●椅子の後ろに立ち、両手で背
もたれをもつ
●かかとの上げ下げをゆっく
り繰り返す

★腕の曲げ伸ばし
●左手をグーにして胸に当てる。右手
はパーにして前に突き出す
●同じ動きを逆の手でも同様に行い、
これを繰り返す。童謡などのリズム
に合わせて行うと楽しくできます

上記申し込み・お問い合わせ：豊後高田市地域包括支援センター　☎⑦２３－４３７０上記申し込み・お問い合わせ：豊後高田市地域包括支援センター　☎⑦２３－４３７０

　認知症になっても本人とそのご家族が住み慣れた地域で、望む生活を安心しておくれるよう
に、豊後高田市地域包括支援センターでは認知症に関する様々な取り組みを行っています。
　認知症になっても本人とそのご家族が住み慣れた地域で、望む生活を安心しておくれるよう
に、豊後高田市地域包括支援センターでは認知症に関する様々な取り組みを行っています。

　現在「認知症サポーターキャラバン」が全国で展開されています。認知症を理解し、認知症の
人や家族を見守る、認知症サポーターを一人でも増やし、安心して暮らせるまちを、みんなで
つくっていくことを目指しています。
★認知症サポーター養成講座を受講した方を「認知症サポーター」と呼びます。受講者にはサ
ポーターの証、オレンジリングを差し上げています。
★サポーターの皆さんには見守りや声掛けなど、ご自分でできる範囲
の活動をお願いしています。
★講座時間は約60分程度になります。
★受講希望者・受講希望団体の皆様へ！
　まずは豊後高田市地域包括支援センターへご相談ください。　
　

認知症を学び、地域で支えよう!!

認知症になっても安心して暮らせるまち作りを目指して認知症になっても安心して暮らせるまち作りを目指して認知症になっても安心して暮らせるまち作りを目指して認知症になっても安心して暮らせるまち作りを目指して

認知症サポーター養成講座のお知らせ（まずは正しい知識をもつことから）
～ あなたも認知症サポーターとして ～

　認知症の正しい知識を深めていただくために出前講座を行っています。地域の
集まりなどを活用してみんなで認知症について一緒に考えましょう。少人数の集
まりから講座可能です。まずはご相談ください。　
●内容　認知症について、福祉サービスについて

啓発活動：認知症出前講座

※新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、家
にいる時間が長くなり
ます。筋力の低下を防
ぐためにも運動をして
いきましょう。

認知症を予防しよう！自宅で行える簡単な予防体操のご紹介
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●編集・発行／豊後高田市社会福祉協議会
　URL http://www.buntaka-syakyo.jp/
●本所・事業所
　〒872－1107 豊後高田市臼野4335番地3
　【本所】へのお問合せは、
　　TEL ⑦25－5100　FAX 53－5755
　【豊後高田市地域包括支援センター】へのお問合わせは、
　　TEL ⑦23－4370　FAX 53－6130
　【豊後高田市介護支援センター】へのお問合せは、　
　　TEL ⑦53－6111　FAX 53－6113
　【豊後高田市ヘルパーステーション】へのお問合せは、
　　TEL ⑦53－6114　FAX 53－6113
　【デイサービスセンター周防苑】
　【訪問入浴センター周防苑】へのお問合せは、
　　TEL ⑦53－4666　FAX 53－4710
　●香々地事務所・事業所
　〒872－1207 豊後高田市見目104番地
　【デイサービスセンターふれあい館】
　【高齢者生活支援ハウス】へのお問合せは、
　TEL ⑦54－3110　FAX 54－3192
　●高田事務所（豊後高田市役所 社会福祉課内）
　〒879－0692 豊後高田市是永町39番地3
　【事務所】へのお問合せは、
　TEL ⑦25－5511　FAX 25－5511
　●CATVに加入されている方は⑦をつけてお電話ください
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心配ごと相談心配ごと相談心配ごと相談
　皆さんの生活上の悩みごと、生計・家庭・財産・
健康等の問題などの相談を受け付けています。相
談は、無料ですのでお気軽にご相談ください。相談
所には、２名の民生委員がいます。相談内容等の
秘密やプライバシーは、厳守されます。
※相談所の時間帯は、午前９時～正午までです。
※新型コロナウイルス感染防止のため、中止にな
る場合がございま
す。中止の場合は社
協のホームページ
にてお知らせいた
します。

●真玉地区　第２水曜日
６月１０日 ７月８日

真玉庁舎 機能訓練室

●高田地区　第３火曜日
６月１６日 ７月２１日

社会福祉課プラチナ支所内

●香々地地区　第４水曜日
６月２４日 ７月２２日

香々地公民館 和室

　


